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2015広 報 か ん だ
く ら し の 情 報 を お 届 け す る

毎月 10日号はおしらせ版でお届けします

★
雇
用
期
間
　
４
月
上
旬
～

以
降
名
簿
登
録
し
、
必
要
に
応

じ
て
勤
務

★
募
集
人
員
　
若
干
名

★

勤
務
時
間
　
一
日
当
た
り
７

時
間・休
日
（
毎
週
土
日
、祝
日
、

夏
休
み
、
冬
休
み
、
春
休
み
）

★
賃
金
　
日
給
５
７
０
０
円

労
災
保
険
等
の
適
用
あ
り

★

業
務
内
容
　
学
校
給
食
調
理

業
務
（
毎
月
検
便
あ
り
）

苅
田
町
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

苅
田
町
立
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
非
常
勤
職
員
募
集

〉〉〉
し
ご
と

★
採
用
日
　
４
月
１
日

苅
田
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

嘱
託
職
員
募
集

★

勤
務
場
所
　
苅
田
町
立
学
校

給
食
セ
ン
タ
ー

申
２
月
10
日
（
火
）
～
２
月
27

日
（
金
）
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分

履
歴
書
を
苅
田
町
立
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
に
持
参
か
郵
送

★
面
接
日
時
　
申
込
み
後
連
絡

問
苅
田
町
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

〒
８
０
０
‐
０
３
１
３
　
　
　

苅
田
町
磯
浜
町
２
‐
２
‐
９

☎
０
９
３・４
３
６・０
２
１
３

★
募
集
人
員
　
１
名

★

勤
務
時
間
　
月
～
金
曜
（
週

休
２
日
、
年
末
年
始
及
び
祝
日

は
休
み)

午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
（
時
間
外
勤
務
有
り
）

★

給
与
等
　
セ
ン
タ
ー
規
程
に

よ
る
。
社
会
保
険
制
度
有
り

★

業
務
内
容
　
セ
ン
タ
ー
業
務

に
関
す
る
事
務

★

勤
務
場
所
　
苅
田
町
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

申
２
月
10
日
（
火
）
～
３
月
６

日
（
金
）
午
前
９
時
～
午
後
５

時
※
郵
送
の
場
合
は
３
月
６
日

午
後
５
時
必
着

履
歴
書
を
苅
田
町
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
に
持
参
か
郵
送

問
苅
田
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
　
〒
８
０
０
‐
０
３
５
３

苅
田
町
尾
倉
４
‐
７
‐
１

☎
０
９
３・４
３
５・３
２
２
１

日日時　場場所　内内容　対対象　定定員　費費用　持持参品　申申込　問問合せ先

K a n d a
インフォメーション
苅田町役場　電 093・434・1111
　　　　　　Ｆ 093・436・3014
http://www.town.kanda.lg.jp
中央公民館　電 093・436・0061
　　　　　　Ｆ 093・434・0456
西部公民館　電 0930・23・8100
　　　　　　Ｆ 0930・23・8200
北公民館　　電 093・434・9000
　　　　　　Ｆ 093・434・6923
小波瀬ＣＣ　電 0930・23・1000
　　　　　　Ｆ 0930・23・1730
総合体育館　電 093・434・2493
　　　　　　Ｆ 093・434・3287
町民温水プール（スイミー）
　　　　　　電 093・435・3030
　　　　　　Ｆ 093・435・3020
http://kandatown-pool.jimdo.com/
図書館　　　電 093・436・0946
　　　　　　Ｆ 093・434・9314
三原文化会館　電 093・434・1982
総合保健福祉センター（パンジープラザ）
　　　　　　電 093・436・5115
　　　　　　Ｆ 093・436・5110
消防本部　　電 093・434・0119
　　　　　　Ｆ 093・434・5236

くらしの情報

日
２
月
23
日
（
月
）
～
３
月
９

日
（
月
）
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時

場
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

（
役
場
４
階
）

問
総
合
行
政
委
員
会
事
務
局

（
選
挙
管
理
委
員
会
担
当
）

☎
０
９
３・４
３
４・１
９
６
７

総
合
行
政
委
員
会
事
務
局

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

簿
の
縦
覧

〉〉〉
お
知
ら
せ

平成27年度保育園入園面接…②
20歳になったら国民年金……③
町営住宅入居者募集……………⑥
インフルエンザを予防…………⑦
予防接種は順調ですか？………⑧

①

おもな内容
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〉〉〉
イ
ベ
ン
ト

日
３
月
８
日
（
日
） 

午
後
１
時

～
３
時
30
分

内
平
尾
台
の
鍾
乳
洞
（
牡
鹿
洞
）

で
冬
眠
中
の
コ
ウ
モ
リ
を
観
察

定
一
般（
小
学
生
以
上
）　
30
名

（
抽
選
） 

※
中
学
生
以
下
、
要
保

護
者
同
伴

費
小
中
学
生
３
０
０
円
、
高
校

生
以
上
５
０
０
円

持
動
き
や
す
く
、
汚
れ
て
も
良

い
服
装
、帽
子
、軍
手
、タ
オ
ル
、

飲
料
、
雨
具
な
ど

申
２
月
26
日
（
木
）
必
着

平
尾
台
自
然
観
察
セ
ン
タ
ー

コ
ウ
モ
リ
観
察
会	

日
３
月
１
日
（
日
） 

午
前
９
時

30
分
～
午
後
３
時
30
分

※
集
合
場
所
は
門
司
港
駅
前

内
干
拓
に
よ
り
田
ん
ぼ
を
造
成

し
、
市
民
を
飢
餓
か
ら
救
っ
た

猿
喰
新
田
の
歴
史
と
現
在
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
学
ぶ

対
18
歳
以
上
　
定
20
名

費
１
２
０
０
円
（
保
険
代
、
昼

食
代
、
資
料
代
）

申
２
月
18
日
（
水
）
必
着

官
製
は
が
き
に
催
し
名
、
氏
名
、

郵
便
番
号
、住
所
、年
齢
、性
別
、

電
話
番
号
を
記
入

問
北
九
州
市
立
も
じ
少
年
自
然

の
家

☎
０
９
３・３
４
１・１
１
２
８

〒
８
０
１
‐
０
８
１
２
門
司
区

大
字
喜
多
久
７
８
４
‐
１

北
九
州
市
立
も
じ
少
年
自
然
の
家

海
と
共
生
す
る
猿
喰
新
田
の

秘
密
開
催

新成人の皆さんへ
国民年金は、年をとったときやいざというときの生
活を、現役世代みんなで支えようという考えで作ら
れた仕組みです。若いときに公的年金に加入し保険
料を納め続けることで、年をとったときや、病気や
ケガで障がいが残ったとき、家族の働き手が亡くなっ
たときに、年金を受け取ることができる制度です。
●●国民年金のポイント
◎将来の大きな支えになります
国民年金は 20 歳から 60 歳までの人が加入し、保
険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため安定しています。さ
らに年金の給付は生涯にわたって保障されます。
◎老後のためだけのものではありません
国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障
害年金や遺族年金もあります。障害年金は、病気や
事故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺
族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者によ

り生計を維持されていた遺族（「子のある妻」や「子」）
が受け取れます。
●●「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」
★「学生納付特例制度」
学生の方が所得が一定額以下の場合に申請できる、
国民年金保険料の納付が猶予される制度。
対学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、
高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校（修
業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本
分校に在学する方
★「若年者納付猶予制度」
ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合、保険
料の納付が猶予される制度。　
対学生でない 30 歳未満の方
ご相談・手続き等は住民課または年金事務所まで。
問住民課　☎ 093・434・1833
　小倉南年金事務所　☎ 093・471・8869

２０歳になったら国民年金

【
県
知
事
】

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会

県
知
事
・
県
議
会
議
員
選
挙
　

立
候
補
予
定
者
説
明
会

往
復
ハ
ガ
キ
に
、イ
ベ
ン
ト
名
、

応
募
者
全
員
の
氏
名
、年
齢
、
性

別
、
住
所
、
電
話
番
号
を
記
入

問
平
尾
台
自
然
観
察
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
３・４
５
３・３
７
３
７

〒
８
０
３
‐
０
１
８
０
小
倉
南

区
平
尾
台
１
‐
４
‐
40

問
環
境
保
全
課

☎
０
９
３・４
３
４・１
８
３
４

毎
年
恒
例
の
「
平
尾
台
野
焼
き
」

が
次
の
と
お
り
実
施
さ
れ
る
予

定
で
す
。
風
向
き
に
よ
っ
て
は
、

野
焼
き
に
よ
る
灰
が
降
っ
て
く

る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
洗
濯

物
等
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

日
２
月
22
日
（
日
）
午
前
10
時

※
天
候
不
良
ま
た
は
気
象
状
況

に
よ
っ
て
変
更
に
な
り
ま
す
が
、

実
施
、延
期
に
か
か
わ
ら
ず
「
苅

田
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
防
災
無

線
」
で
放
送
い
た
し
ま
す
。

【
予
備
日
（
予
定
）】
２
月
28
日

（
土
）、
３
月
１
日
（
日
）、
３

月
22
日
（
日
）

問
苅
田
町
消
防
本
部

☎
０
９
３・４
３
４・０
１
１
９

FAX
０
９
３・４
３
４・５
２
３
６

苅
田
町
消
防
本
部

平
尾
台
野
焼
き
に
つ
い
て

日
３
月
12
日
（
木
）
午
後
１
時

30
分
～

場
福
岡
県
庁
地
下
１
階
２
号
会

議
室

【
県
議
会
議
員（
京
都
郡
選
挙
区
）】

日
３
月
９
日
（
月
）
午
後
１
時

30
分
～

場
福
岡
県
庁
３
階
講
堂

問
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会

☎
０
９
２・６
４
３・３
０
７
７

広報かんだ  2015.2.10 ②

平
成
27
年
４
月
に
保
育
園
へ
入

園
申
込
を
し
て
い
る
方
へ
の
面

接
を
実
施
し
ま
す
。保
育
を
必
要

と
す
る
理
由
や
家
庭
の
状
況
な

ど
を
お
聞
き
し
、
必
要
書
類
及

び
入
園
の
基
準
に
該
当
す
る
か

を
確
認
し
ま
す
。
現
在
通
園
中

の
方
も
必
ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

【
時
間
】
午
後
３
時
～
６
時

（
注
）
３
月
４
日
の
み
午
後
５
時

30
分 

～ 

７
時
30
分

※
右
記
日
程
が
合
わ
な
い
方
は
、

３
月
５
日
～
13
日
（
役
場
開
庁

時
間
内
）
に
役
場
子
育
て
支
援

課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

２
月
期
児
童
手
当（
10
月
～
１
月

分
）を
、２
月
10
日（
火
）に
そ
れ

ぞ
れ
の
預
金
口
座
に
振
り
込
み

ま
す
の
で
、
お
確
か
め
く
だ
さ

い
。
現
況
届
（
６
月
に
送
付
済
）

の
手
続
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

今
回
の
支
給
が
保
留
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
お
早
め
に
手
続
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課

☎
０
９
３・５
８
８・１
０
３
６

FAX
０
９
３・４
３
６・５
１
２
１

子
育
て
支
援
課

平
成
27
年
度
保
育
園
入
園
面
接

子
育
て
支
援
課

児
童
手
当
の
支
給
に
つ
い
て

2 月 18日（水）善立寺保育園
2月 20日（金）若久青い鳥保育園
2月 23日（月）与原保育園
2月 24日（火）第１ひまわり保育園
2月 26日（木）青い鳥保育園
2月 27日（金）第２ひまわり保育園
3月　2日（月）白川保育園
3月　4日（水）三原文化会館（注）

※
町
外
保

育
園
の
申

し
込
み
を

し
て
い
る

方
は
、
３

月
４
日
の

三
原
文
化

会
館
又
は

３
月
５
日
～
13
日
（
役
場
開
庁

時
間
内
）
に
役
場
子
育
て
支
援

課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

☎
０
９
３・５
８
８・１
０
３
６

FAX
０
９
３・４
３
６・５
１
２
１

町
で
は
、
家
庭
か
ら
出
る
新
聞
・

雑
誌
・
ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
の
紙

類
減
量
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
の
促

進
を
目
的
と
し
て
、
町
内
の
公

共
施
設
に
資
源
回
収
ボ
ッ
ク
ス

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

場
役
場
庁
舎
・
北
公
民
館
・
中

央
公
民
館
・
小
波
瀬
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
総
合
福
祉
会

館
・
西
部
公
民
館

環
境
保
全
課

町
内
公
共
施
設
に
資
源
回
収

ボ
ッ
ク
ス
を
設
置
し
て
い
ま
す

中央公民館の回収BOX

公園での犬の散歩マナーを
守りましょう！

近頃、公園での犬・猫のふん害による苦情が増加してい
ます。誰もが気持ちよく公園を活用できるようみんなで
協力しましょう。

散歩中のふんは必ず持ち帰りましょう

公園内の木の根元や、芝生の上など目立たないところ
にふんを放置している方が多いようです。散歩中はふ
んを取るための道具を持って、ふんをしたら必ず回収
して持って帰るようにしましょう。公園の砂場は小さ
な子どもも遊びます。ふんや尿をさせないようにして
ください。

周囲の人のことも考えましょう

飼い犬、飼い猫が放し飼いされていて、公園を荒らし、
ふんや尿をいたるところにしているという苦情が多く
寄せられています。自宅の敷地外では放し飼いをしな
いようにしましょう。
また、道路や公園などで野良犬、野良猫にえさを与え
ることは、不幸な動物たちを増やすばかりでなく、そ
の周辺の人たちにも多大な迷惑をかけることになりま
す。むやみにえさを与えるのはやめましょう。

問 都市計画課公園街路担当　☎ 093・434・6521
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～
あ
な
た
が
家

族
を
守
る
、
家

族
が
地
域
を
守

る
、
地
域
が
社

会
を
守
る
～

大
切
な
家
族
と
一
緒
に
、
応
急

手
当
と
命
の
大
切
さ
を
学
ん
で

み
ま
せ
ん
か
？
一
般
の
方
も
、

大
歓
迎
！

日
２
月
14
日(

土)

午
前
９
時

～
12
時

場
苅
田
町
中
央
公
民
館

内
普
通
救
命
講
習
Ⅰ
（
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
取
扱
い
・
心
肺
蘇
生
法
・
そ

苅
田
町
消
防
本
部

親
子
で
普
通
救
命
講
習

日
３
月
６
日
（
金
）
午
後
２
時

～
４
時

場
福
岡
県
行
橋
総
合
庁
舎

（
行
橋
市
中
央
１
丁
目
２
‐
１
）

内
講
演
「
自
傷
行
為
を
す
る
若

者
へ
の
関
わ
り
方
」（
講
師
：
福

岡
県
立
大
学
人
間
社
会
学
部
　

教
授
　
小
嶋
秀
幹
氏
）・
啓
発
劇

「
た
だ
そ
ば
に
い
て
ほ
し
い
」
～

自
傷
行
為
を
す
る
親
友
の
た
め

に
～
（
福
岡
県
立
大
学
大
学
院

生
の
み
な
さ
ん
）

対
支
援
者
、
興
味
の
あ
る
方

申
２
月
27
日（
金
）ま
で
に
電

話
申
込

問
京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

☎
０
９
３
０・２
３・２
９
６
６

京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
研
修
会

〉〉〉
ス
ポ
ー
ツ

●
ス
イ
ミ
ー
の
休
館
に
つ
い
て

３
月
８
日(

日)

　
臨
時
休
館（
北

九
州
水
泳
大
会
開
催
の
た
め
）

振
替
営
業
：
３
月
９
日
（
月
）
午

前
９
時
30
分
～
午
後
７
時
30
分

※
２
月
11
日
（
水
）
は
祝
日
の

た
め
午
前
９
時
30
分
～
午
後
９

時
で
営
業
（
レ
ッ
ス
ン
は
休
み
）

※
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
、

詳
し
く
は
ス
イ
ミ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
苅
田
町
町
民
温
水
プ
ー
ル

☎
０
９
３・４
３
５・３
０
３
０

●
平
成
２７
年
度
グ
ラ
ウ
ン
ド
使

用
登
録
申
請
に
つ
い
て

平
成
27
年
度
苅
田
町
総
合
グ
ラ

ウ
ン
ド
使
用
登
録
申
請
の
受
付

を
３
月
２
日
（
月
）
よ
り
開
始

し
ま
す
の
で
、
苅
田
町
体
育
協

会
事
務
局
で
手
続
き
し
て
く
だ

さ
い
。

問
苅
田
町
体
育
協
会

☎
０
９
３・４
３
４・４
７
２
６

●
第
３４
回
苅
田
町
柔
道
大
会

優
勝
者
（
敬
称
略
）
１
月
18

日
、
苅
田
町
総
合
体
育
館

▼
個
人
戦
の
部

幼
児
：
稲
田
三
彩
（
勝
山
）

小
学
１
年
：
松
永 

響
（
行
橋
）

小
学
２
年
：
籏
岡
怜
玖
（
行
橋
）

小
学
３
年
：
末 

知
弘
（
築
上
）

小
学
４
年
：
島
田
颯
太
（
行
橋
）

小
学
５
年
：
山
内
悠
大
（
勝
山
）

小
学
６
年：門
田
祐
士
朗
（
豊
友
）

中
学
女
子：三
味
桃
花
（
長
峡
中
）

中
学
男
子：原
田
一
輝
（
長
峡
中
）

▼
小
学
生
団
体
戦
の
部
：
行
橋

市
柔
道
教
室
Ａ

●
第
３４
回
苅
田
町
剣
道
大
会

優
勝
者
（
敬
称
略
）
１
月
18

日
、
苅
田
町
総
合
体
育
館

▼
個
人
戦
の
部

幼
児
小
学
１
年：永
見 

允（
ト
ヨ
タ
）

小
学
２
年
：
久
留
拓
馬
（
清
信
）

小
学
３
年
：
福
島 

海
（
清
信
）

小
学
４
年
：
吉
野
亜
依
（
清
信
）

小
学
５
年
：
永
富 

渡
（
南
原
）

小
学
６
年
：
福
井
大
介
（
清
信
）

中
学
男
子：長
井
一
真
（
苅
田
中
）

中
学
女
子：長 

千
浩（
育
徳
館
中
）

一
般
：
本
村
知
也
（
南
原
）

成
績
・
表
彰
コ
ー
ナ
ー

▼
団
体
戦
の
部

小
学
生
の
部
：
苅
田
清
信
舘
Ａ 

中
学
生
の
部
：
苅
田
中
学
校
Ａ

一
般
の
部
：
ダ
ッ
シ
ュ
苅
田
Ａ

問
苅
田
町
体
育
協
会

☎
０
９
３・４
３
４・４
７
２
６柔道大会小学生団体優勝剣道大会小学生団体優勝

の
他
応
急
処
置
法
）

対
小
中
学
生
と
保
護
者

定
30
名
程
度
（
先
着
順
）

申
２
月
13
日
（
金
）
午
後
５
時

ま
で

問
苅
田
町
消
防
本
部

☎
０
９
３・４
３
４・０
１
１
９

FAX
０
９
３・４
３
４・５
２
３
６

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
３
月
６
日
、
13
日
、
20
日
い

ず
れ
も
金
曜
日
・
午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分

場
パ
ン
ジ
ー
プ
ラ
ザ

対
朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
興
味

の
あ
る
方

費
３
０
０
円
（
資
料
代
等
）

申
２
月
27
日
（
金
）
ま
で

問
苅
田
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
９
３・４
３
４・３
６
４
１
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①国民健康保険に加入している人（所得がない場合
でも申告が必要です）
②昨年中、事業所得（農業、営業等）や不動産所得（地
代、家賃等）などが生じた人
③所得・課税証明書が必要な人（所得がない場合で
も申告が必要です）

申告する必要のある人

①案内ハガキまたは確定申告書（届いていない方は
不要）　②印鑑　③源泉徴収票、あるいは昨年中（１
月から 12 月まで）の収入支出のわかる帳簿類
④国民年金保険料等控除証明書・社会保険任意継続保
険料領収書・生命保険料（個人年金保険料）控除証明書・
地震保険料控除証明書・寄附金の受領証など
⑤農業所得申告者は、昨年の耕作面積、出荷金額の
わかるものと農機具購入、小作料、賃耕料、委託料、
もみすり料等の領収書など
⑥その他参考になる書類
※医療費控除を受けられる方は、事前に領収書等を
まとめて必ず支払った金額の集計をしておいてくだ
さい。（ご本人に計算していただきます）

持参するもの

・申告期間中は担当職員が巡回していますので、来
庁及び電話相談については十分な対応ができません。
・確定申告書が送付されてきた方、または譲渡（土地・
株式等）所得、住宅借入控除など、申告内容によって
は行橋税務署での申告をお願いする場合があります。
※申告開設所は、例年、大変混雑し、３～４時間お
待ちいただくことがありますのでご了承ください。
申告日に申告できない方は、他の開設場所、または
確定申告の場合は行橋税務署で申告してください。

税務課からのお願い

住民税・国保税（所得税）の申告は

申告開設所で 税務課　☎ 093・434・1115

日にち 地区名 会場

２
月

16 日（月） 全町区

三原文化
会館

17 日（火） 尾倉
18 日（水） 南原・近衛ヶ丘
19 日（木） 浜町・港・集
20 日（金） 中町・提・馬場
23 日（月） 幸町・上町・城南
24 日（火） 谷・法正寺・黒添・鋤崎

西部
公民館

25 日（水） 葛川・稲光・稲光上・八田山・山口
26 日（木） 猪熊・木ノ元・浄土院・

片島・岡崎・北谷・本谷
27 日（金） 与原下・白石・白石３区・桜ヶ丘

小波瀬
ｺﾐｭﾆﾃｨ

３
月

  2 日（月） 与原上・二崎・美波台
  3 日（火） 緑ヶ丘・百合ヶ丘・今古賀
  4 日（水） 新津・小波瀬
  5 日（木） 松山・西町・本町

北公民館  6 日（金） 雨窪・若久 2 区・松原
  9 日（月） 若久・長畑

10日（火）～13日（金）
16 日（月） 全町区 三原文化

会館
※巡回相談日　２月24日～３月９日（平日）

所得税・住民税・国民健康保険税の申告日・会場
※時間は全日程とも午前９時～ 12時、午後１時～４時

「
組
織
を
ま
と
め
る
力
を
学
ぶ
」

環
境
活
動
を
行
っ
て
い
く
に

は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
と
意
見
を

す
り
あ
わ
せ
た
り
、
協
力
し
あ

う
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
よ

う
な
団
体
運
営
の
コ
ツ
や
ノ
ウ

ハ
ウ
を
学
び
ま
す
。
会
員
で
な

環
境
保
全
課

か
ん
だ
エ
コ
ね
っ
と
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

基
本
的
な
発
声
方
法
や
話
し
方

の
習
得
を
し
、
視
覚
障
が
い
者

の
た
め
に
広
報
か
ん
だ
、
社
協

だ
よ
り
の
Ｃ
Ｄ
録
音
や
、
高
齢

者
福
祉
施
設
に
て
対
面
朗
読
を

苅
田
町
社
会
福
祉
協
議
会

朗
読
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座

入
場
無
料
で
す
。
ど
な
た
で
も

参
加
で
き
ま
す
。

～“
協
働
”の
現
場
か
ら
～

日
２
月
28
日（
土
）午
後
２
時

～
４
時

場
西
日
本
工
業
大
学
Ａ
棟

１
０
１
教
室

内
ま
ち
づ
く
り
団
体
に
よ
る
事

例
発
表
、先
進
団
体
に
よ
る
講
演

定
１
０
０
名
程
度

問
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
課

☎
０
９
３・４
３
４・１
８
０
９

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
課

『
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
勉
強
会
』

を
開
催
し
ま
す
！

〉〉〉
講
習
・
研
修
会

い
方
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
気

軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
！

※
「
か
ん
だ
エ
コ
ね
っ
と
」は
、

苅
田
町
環
境
基
本
計
画
を
推
進

す
る
た
め
に
、
独
自
に
取
組
ん

だ
り
町
と
連
携
、
協
働
し
て
取

組
む
環
境
保
全
活
動
を
行
う
登

録
制
の
組
織
で
す
。
会
員
募
集

中
！

【
講
師
】
志
賀
壮
史
さ
ん（
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
グ
リ
ー
ン
シ
テ
ィ
福
岡
）

日
２
月
24
日
（
火
）
午
後
７
時

開
始

場
三
原
文
化
会
館
１
階
大
ホ
ー

ル対
町
内
在
住
の
18
歳
以
上
の
人

（
た
だ
し
高
校
生
は
除
く
）

申
２
月
23
日
（
月
）
ま
で
に
電

話
申
込

問
環
境
保
全
課

☎
０
９
３・４
３
４・１
８
３
４

①給与所得だけの人で、給与支払者から給与支払報
告書が役場税務課に提出されている人
②税務署に所得税の確定申告書を提出した人

申告する必要のない人
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情
報
交
換
の
場
と
し
て
、
何
で

も
話
せ
て
ひ
と
り
で
な
く
仲
間

杵
築
城
藩
主
御
殿
過
去

未
来 

～
城
下
町
き
つ
き
の

未
来
予
想
図
～

聴
講
無
料
・
ど
な
た
で
も
ご

参
加
い
た
だ
け
ま
す
。

日
２
月
21
日
（
土
）
午
後
１

時
30
分
～

場
町
立
図
書
館
Ａ
Ｖ
ホ
ー
ル

【
講
師
】
杵
築
市
教
育
委
員

会
学
芸
員
　
吉
田
和
彦
氏

問
か
ん
だ
郷
土
史
研
究
会

☎
０
９
３・４
３
６・１
１
７
０

町民のみなさんからの情報を掲載して
います。紙面の都合上、依頼をいただ
いても掲載できない場合があります。
また、内容は適宜編集させていただき
ます。あらかじめご了承ください。

難
病
サ
ー
ク
ル

　

笑
っ
て
暮
ら
そ

か
ん
だ
郷
土
史
研
究
会
例

会

インフルエンザを予防しましょう

症状の経過は？
インフルエンザウイルス
に感染後、1 ～ 3 日間
の潜伏期間を経て、突然
38 ～ 40 度の高熱が出
て発病します。それと同
時に、悪寒、頭痛、背中
や四肢の筋肉痛、関節痛、
全身倦怠感などの全身症
状が現れます。これに続
いて、鼻水、のどの痛み
や胸の痛みなどの症状も
現れます。発熱は通常 3
～ 7日間続きます。
健康な成人であれば一週
間ほどで治癒に向かいま
すが、インフルエンザウ
イルスは熱が下がっても
体内には残っているた
め、他人にうつす恐れが
あります。流行を最小限
に抑えるためにも、一週
間は安静にしておくこと
が大切です。

インフルエンザの予防方法
① 流行期には人ごみを避ける

外出時はなるべくマスクをつけるようにしましょう。マスクを着用するこ
とによって、他人からの感染を防ぎ、また他人に感染させることも防ぐ効
果があります。
② 外出後は、うがい、手洗い、洗顔をする

うがい、手洗いはしている方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。
実は顔などにもインフルエンザウイルスは付着している場合があります。
万全を期すためにも洗える部位は洗うよう心がけてください。
③ 室内の湿度を保つ

インフルエンザウイルスは乾燥した状態で活発に活動します。ウイルスの
活動を抑えるためにも加湿器などを使って部屋の湿度を保ちましょう。そ
の際、定期的に室内の換気も必ず行なってください。
④ 体力を保つ

体力が低下していると、インフルエンザウイルスに感染しやすくなります。
バランスの取れた食事、十分な睡眠、そしてあまり厚着をしないように心
がけてください。
以上のことに注意して、元気に冬を乗りきりましょう！

インフルエンザ予防接種
【接種期間】平成 26年 10月１日（水）～平成 27年 2月 28日（土）
詳しくは広報かんだ 9月 25日号をご覧になるか、パンジープラザまたは
各医療機関にお問い合わせください。

が
い
る
こ
と
を
、
楽
し
く
過
ご

し
て
感
じ
て
も
ら
う
サ
ー
ク
ル

で
す
。
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。
当
日
参
加
可
。

日
２
月
22
日
（
日
）
午
後
２

時
～
４
時
　
　

場
小
波
瀬
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー

内
難
病
患
者
・
家
族
・
興
味

の
あ
る
方
の
交
流
会
　

費
５
０
０
円
（
お
茶
代
含
む
）

問
難
病
サ
ー
ク
ル
笑
っ
て
暮

ら
そ

☎
０
９
０・７
２
９
８・１
３
６
６

社
協
だ
よ
り
１・
２
月
合
併

号
で
ご
案
内
し
た
、
２
月
17

日
（
火
）
開
催
の
「
す
て
き

に
火
曜
日
サ
ロ
ン
」
の
内
容

が
誤
っ
て
い
ま
し
た
。

正
し
く
は
、
①
雛
祭
り
に
ち

な
ん
だ
折
り
紙
教
室
　
②
茶

話
会
で
す
。

問
苅
田
町
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
９
３・４
３
４・３
６
４
１

FAX
０
９
３・４
３
４・４
３
４
３

社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
の

お
知
ら
せ

保険健康課健康づくり担当（パンジープラザ内）　　☎ 093・436・5115
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX 093・436・5110
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★
募
集
住
宅
　

県
内
に
所
在
す
る
県
営
住
宅

（
募
集
対
象
団
地
、
募
集
戸
数

等
詳
細
に
つ
い
て
は
募
集
案
内

書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

★
募
集
案
内
書
配
布
場
所
　

県
住
宅
供
給
公
社
県
営
住
宅
管

理
部
管
理
課
、
公
社
管
理
事
務

所
（
北
九
州
）、
公
社
管
理
事

務
所
出
張
所
（
行
橋
）、
県
県

営
住
宅
課
、
各
地
区
県
民
情
報

コ
ー
ナ
ー
（
京
築
）、
役
場
都

市
計
画
課
等

申
３
月
２
日
（
月
）
～
３
月
10

日
（
火
）（
申
し
込
み
手
数
料

は
不
要
）

問
県
住
宅
供
給
公
社
県
営
住
宅

管
理
部
管
理
課

☎
０
９
２・７
８
１・８
０
２
９

都
市
計
画
課

平
成
27
年
度

第
１
回
県
営
住
宅
入
居
者

〉〉〉
募
集

【
科
目
】
①
若
年
者
住
宅
リ

フ
ォ
ー
ム
技
術
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苅田町営住宅入居者募集

　田（水稲）の部

■団地名：城南団地（所在地：苅田町大字集２５４２番地）

★ 申込受付期間　３月３日 ( 火 ) ～３月 10 日 ( 火 )
　平日：午前８時 30 分～午後５時 15 分
★ 申込場所　都市計画課（役場１階）
公開抽選日は後日通知します。
★ 提出書類   住民票、所得証明、源泉徴収票、税
の滞納がないことの証明他、未使用ハガキ１枚、
認印を持参。
★ 入居資格条件　▶ 町内に３ヶ月以上在住、又は
６ヶ月以上在職　▶ 現に住宅に困窮していること
が明らかであること　▶ 月収額 15 万８千円以下

( 高齢者・障がい者世帯・中学生以下の子どもが
いる世帯 21 万４千円以下 )。
※月収額＝世帯全員の年間総所得ー ( 申請者以外
の人数× 38 万 ) ÷ 12 ヶ月　▶ 公営住宅法、苅田
町営住宅管理条例等を遵守することができること。
▶ 入居者又は同居親族が暴力団員でないこと　
▶ 犬、猫等のペットを飼育不可　 ▶ ３ヶ月分の敷
金と連帯保証人（１名）の印鑑登録証明書及び所
得証明書が必要
問 都市計画課　☎ 093・434・6521

住宅番号 間取り 構　造 世帯区分 月収額別家賃

273 号 ２Ｋ 簡易耐火
２階建て

単身用
昭和 31 年４月１日以前に生まれた方
または障がい者手帳をお持ちの方等

8,200 円～

※共益費：なし、トイレ：汲み取り式

住宅番号 エレベーター 間取り 構　造 世帯区分 月収額別家賃

20 棟 219 号
無

２Ｋ 中層耐火
４階建て

単身不可・２名以上 6,000 円～

21 棟 387 号 ３Ｋ 単身不可・３名以上 12,200 円～

22・23
棟 424・435 号 有 3DK 中層耐火

５階建て 単身不可・３名以上 26,000 円～
別途：駐車場料金

※共益費：3,000円～、トイレ：水洗　※435号は障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯に限る　

⑥
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お子さんの予防接種は順調ですか？
平成 26 年度の予防接種を再度ご確認ください。

保険健康課健康づくり担当（パンジープラザ内）　☎ 093・436・5115
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FAX 093・436・5110

ワクチン 接種時の時期（【  　】内は標準的な接種期間）

BCG（生） 生後 12 ヶ月に至るまで【生後５～８ヶ月に達するまで】

【三種混合】（不活化）
・ジフテリア（D）
・百日咳（P）
・破傷風（T）
【四種混合】（不活化）
三種混合 + 不活化ポリ
オ（IPV）

第１期
（DPT）もしくは
（DPT － IPV）

初回接種
（３回）

生後３～ 90 ヶ月に至るまで【生後３～ 12 ヶ月に達するまで】
２回目以降は前回から 20 ～ 56 日までの間隔をおいて接種

追加接種
（１回）

生後３～ 90 ヶ月に至るまで【初回接種後 12 ～ 18 ヶ月に達するまで】
初回接種終了後、6 ヶ月以上の間隔をおいて接種

第２期（DT）二種混合 11 歳以上 13 歳未満　【11 ～ 12 歳に達するまで】

ポリオ
（不活化）

初回接種（３回） 生後３～ 90 ヶ月に至るまで【生後３～ 12 ヶ月に達するまで】
２回目以降は前回から 20 日以上の間隔をおいて接種

追加接種（１回） 生後３～ 90 ヶ月に至るまで【初回接種後 12 ～ 18 ヶ月に達するまで】
初回接種終了後、6 ヶ月以上の間隔をおいて接種

麻しん風しん混合
（MR）（生）

第１期 生後 12 ～ 24 ヶ月に至るまで

第２期 小学校入学前の１年間（平成 20 年４月２日から平成 21 年４月１日
生まれ）

日本脳炎
（不活化）

第１期

初回接種
（２回）

生後６～ 90 ヶ月に至るまで【３～４歳に達するまで】
２回目は前回から６～ 28 日までの間隔をおいて接種

追加接種
（１回）

生後６～ 90 ヶ月に至るまで【４～５歳に達するまで】
初回接種終了後、おおむね 11 ～ 13 ヶ月の間隔をおいて接種

第２期 ９歳以上 13 歳未満【９歳以上 10 歳に達するまで】

※特例対象者：平成 17 年度から平成 21 年度にかけての積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逸し
た者（平成７年４月２日～平成 19 年４月１日生：４歳以上 20 歳未満）については残りの回数を接種

ヒブワクチン
（不活化）

初回接種（最大３回） 生後 2 ～ 60 ヶ月に至るまで【生後２～７ヶ月に至るまで】
２回目以降は前回から 27 日～ 56 日までの間隔をおいて接種

追加接種（１回） 初回接種終了後、７～ 13 ヶ月までの間隔をおいて接種

※接種開始が生後 2 ～７ヶ月に至るまでの場合：初回接種３回 + 追加接種（計４回）
※接種開始が生後 7 ～ 12 ヶ月に至るまでの場合：初回接種２回 + 追加接種（計３回）
※接種開始が生後 12 ～ 60 ヶ月に至るまでの場合：１回のみ接種

小児用肺炎球菌
ワクチン（不活化）

初回接種（最大３回）
生後 2 ～ 60 ヶ月に至るまで【生後 2 ～ 7 ヶ月に至るまで】
２回目以降は前回から 27 日以上の間隔をおいて接種
※初回接種（最大３回）は生後 24 ヶ月に至るまでに接種すること

追加接種（１回） 生後 12 ヶ月以降に、初回接種終了後、60 日以上の間隔をおいて接種

※接種開始が生後 2 ～ 7 ヶ月に至るまでの場合：初回接種３回 + 追加接種（計４回）
※接種開始が生後 7 ～ 12 ヶ月に至るまでの場合：初回接種２回 + 追加接種（計３回）
※接種開始が生後 12 ～ 24 ヶ月に至るまでの場合：初回接種１回 + 追加接種（計２回）
※接種開始が生後 24 ～ 60 ヶ月に至るまでの場合：１回のみ接種

水痘
生後 12 ～ 36 ヶ月に至るまで【生後 12 ～ 15 ヶ月に達するまで】：２回接種
※２回目は前回終了後、6 ～ 12 ヶ月の間隔をおいて接種 

＊経過措置：生後 36 ～ 60 ヶ月に至るまでの者。ただし平成 26 年度限り。
※水痘の詳しい内容は広報かんだ平成 26 年 10 月 10 日号をご覧ください。
※個別接種は、各医療機関で事前に予約が必要です。受診の際は母子手帳を持参ください。
また、予防接種の広域化により、福岡県内に限り依頼書がなくても予防接種を受けることができます。詳しくは、
パンジープラザまたは各医療機関にお問い合わせください。
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